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第１号議案 
 

令和７年度公益事業会計第２回補正収支予算の議決について 
 
令和７年度公益事業会計第２回補正収支予算について、次のとおり
議決を求める。 
 
 
〈 予算説明 〉 
 
主なこと 
・ 渇水対策のため、安濃ダムの貯留を最優先に考え小水力発電を停止している

ことから、収益事業会計（発電）からの繰り入れがなく、大幅に収入予算を
減額しています。 

・ 漏水対策のため、本年度のうちからできることを行うため支出予算を増額し
ています。 

・ 津市北部畑地域への土地改良施設整備「水利施設等保全高度化事業（簡易整
備型）高野尾花木の里地区」の事業費確定に伴い、財政調整積立資産の取り
崩しが大幅な収支予算の増額になっています。 

・ 土地改良施設を保全する事業「水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設保
全型）１期地区、２期地区」の事業費確定に伴い、施設更新積立資産の取り
崩しが収支予算の増額になっています。 

・ 県道バイパス造成に伴う県営野田支線本線の移設工事に係る補償金収入が
ありました。 

 
〈 取扱規定 〉 
 
（総会の議決事項）抜粋 
土地改良法第３０条  次に掲げる事項は、総代会の議決を経なければならない。 
四 経費の収支予算 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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304,600,361 円

307,688,404 円

3,088,043 円

現 計 補正後

予算額 予算額

1  

経常賦課金 114,160,492 114,159,846 △ 646

特別賦課金 171,129 173,249 2,120

農地転用決済金 6,094,925 11,609,564 5,514,639

経常負担金 12,698,950 12,698,950 0 ①

特別負担金 30,028,445 30,339,325 310,880

②

➂

163,153,941 168,980,934 5,826,993

2

他目的使用料 45,160 45,160 0

45,160 45,160 0

3  

財政調整積立資産 320,000 320,000 0

職員退職給付引当 0 0 0

積立資産

災害対策積立資産 0 0 0

施設更新積立資産 0 0 0

320,000 320,000 0

4

補助金 12,425,000 16,143,000 3,718,000

12,425,000 16,143,000 3,718,000

補助金収入

〈漏⽔対策〉

・突発事故復旧事業（災害を除く）など

・市単災害復旧工事など

0

〈補助事業〉

・水利施設管理強化事業

 維持管理費支援対象【強化】表示 8,000,000

2,432,000

〈渇⽔対策〉

・県単土地基盤整備事業（干害応急対策）など

0

〈災害対策〉

計 16,143,000

特定資産利息収入

資産運用（第143回利付国債）

附帯事業収入

他目的使用料収入

中部電力、ZTV等 

特定資産運用収入

経常賦課金収入 経常費の組合員賦課

 大学農場、農研機構を含む

特別賦課金収入 国営造成施設（安濃ダム）県管理事業負担分を賦課

 大学農場、農研機構

転用決済金収入

25,311,751

計 30,339,325

   38件  1/31現在

負担金収入 （負担金算定表参照）

経常費の津市、⻲⼭市負担

事業費の津市、⻲⼭市負担（通過⾦）

・県営事業借入償還金負担金

土地改良事業収入

307,688,404

差    引 円 3,088,043

収 入 単位：円

収 入 支 出

現 計予算額 円 304,600,361

   〃（包括的⺠間委託推進型） 2,500,000

 事業費2,500,000 、国50％、県14％、津市13％、

 （改良区負担23％を除く）

補正後予算額 円

5,027,574

・国営造成施設県管理事業負担金

補助金等収入

令和７年度 公益事業会計第2回補正収支予算書

  款 項 目 増 減 附   記

・農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業（7期）

 国営南幹線本線空気弁等更新

1,925,000

・市単（農道整備・水門整備） 1,286,000
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5

整備補修事業 0 0 0

交付金

防災減災機能等 0 0 0

強化事業交付金

0 0 0

6  

 

業務受託料 0 0 0

0 0 0

7  

 

受取利息 0 0 0

過年度収入 3,123,039 3,123,039 0

過怠金収入 3,700 55,250 51,550

雑収入 1,000,000 3,273,460 2,273,460

4,126,739 6,451,749 2,325,010

8  

財政調整積立資産 2,675,000 5,175,000 2,500,000

職員退職給付引当 22,000,000 21,542,847 △ 457,153

積立資産

災害対策積立資産 0 0 0

施設更新積立資産 10,027,178 13,987,358 3,960,180  

34,702,178 40,705,205 6,003,027

9

収益事業会計繰入 16,284,987 1,500,000 △ 14,784,987

金

16,284,987 1,500,000 △ 14,784,987

10  

 

前年度繰越金 73,542,356 73,542,356 0

73,542,356 73,542,356 0

 合  計 304,600,361 307,688,404 3,088,043

前年度繰越金

令和６年度決算金額

繰越金

他会計繰入金

収益事業会計繰入金 収益事業会計からの繰入金

１）令和5年度県営決済金償還充当 143,178

２）水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設保全型

  ）の現年度化分取崩し

 ・中勢用水１期地区 11,240,180

 ・中勢用水２期地区 2,604,000

計

災害対策積立資産取

崩収入

13,987,358

財政調整積立資産取

崩収入

職員退職給付引当積

平成29年〜令和6年度(令和6年度決算額）

過怠金収入

督促手数料及び延滞利息（1/31現在）

雑収入

施設更新積立資産取

崩収入

調査業務受託料収入 国、県、市等からの調査業務の委託に係る受託料

令和７年度予定なし

適正化事業交付金収 土地改良施設維持管理適正化事業

入

令和７年度予定なし

令和７年度予定なし

業務受託料収入

交付金収入

雑収入

受取利息配当金収入

過年度収入

野田支線移設補償金

立資産取崩収入

退職者1名

 １）資金調達

２）水利施設等保全高度化事業（簡易整備型）の現年

  度化分取崩し

 ・高野尾花木の里地区 5,175,000

特定資産取崩収入
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R６面積 R５未通水地域 R６通水地域増 R７面積 ① 2 市

転用面積差引 組合員賦課

津 市 3,128,691 △ 2,854 △ 61,209 3,064,628 12,564,975

⻲⼭市 32,677 0 0 32,677 133,975

計 3,161,368 △ 2,854 △ 61,209 3,097,305 12,698,950

R５県営事業 ② 2 市

決済金充当

津 市 5,099,752 △ 143,178 4,956,574

⻲⼭市 71,000 0 71,000

計 5,170,752 △ 143,178 5,027,574

地元負担金

国補事業 74,000,000 14,800,000

県単事業 2,904,000 580,000

人  件  費 30,316,000 10,105,000

計 107,220,000 25,485,000

地元負担金 特別賦課金 ③ 2 市

津  市 25,263,712 − 25,263,712

津 市 大学農場 105,198 105,198 −

農研機構 68,051 68,051 −

⻲⼭市 ⻲  ⼭  市 48,039 − 48,039

計 25,485,000 173,249 25,311,751

・大学農場 13.14ha × 8,006 円 /ha ＝ 105,198

・農研機構 8.5ha × 8,006 円 /ha ＝ 68,051

経常負担金

① 経常費 ② 県営償還 ③ ダム管理

津  市 12,564,975 4,956,574 25,263,712 42,785,261

⻲  ⼭  市 133,975 71,000 48,039 253,014

5,027,574 25,311,751

〈補⾜〉昨年度の経常費負担⾯積から、決算承認の決議を経た令和 ５年度の転⽤⾯積のうち未通⽔地

    域分と、通水ができ組合員賦課に移行した面積等を加除して、本年度の負担面積としている。

令和７年度 公益事業会計収入の部 第１款負担金算定表（第2回補正予算）

第４項 負担金収入内訳 単位：円、㎡

〈補⾜〉県営事業借⼊償還⾦の算定には、決算承認の決議を経た令和５年度の農地転⽤決済⾦のうち、

     （未通水地域から差引する転用面積は、小数点以下を切り捨てている。）

属 地

区 分 償還額

県営事業借入償還地元負担金

第２目 特別負担金 30,339,325 円

    県営事業分を充てる。

安濃ダム県管理事業費 事業内容と負担割合

国補がつく夜間等の管理 国40％、県40％、地元20％ 

国補がつかない日常管理 県80％、地元20％

    地元負担金のha当たり単価を 25,485,000円 ÷ 3,183ha ＝ 8,006円 /haとすると次のとおり。

ダム管理に従事する県職員 県2/3、地元1/3

属 地 区 分
国営造成施設（安濃ダム）県管理事業負担金内訳

〈補⾜〉国営造成施設（安濃ダム）県管理事業における2市の負担割合は、受益⾯積の割合とする。

    受益⾯積 3,183ha に対し、 津市 0.998115、 ⻲⼭市 0.001885 となる。

     （農場及び機構のha当たり負担⾦単価並びに⾯積割合で求めた⻲⼭市負担⾦額は、⼩数点以下を切り捨てている。）

第４項 合計 43,038,275 円

第１目 経常負担金 12,698,950 円

合  計 12,698,950 43,038,275

 究監」の略称です。

区  分
特別負担金

合 計

30,339,325

・「⼤学農場」とは、正式名称である「国⽴⼤学法⼈ 三重⼤学⼤学院⽣物資源学研究科附属紀伊・⿊潮⽣命地域フィールド

 サイエンスセンター附帯施設農場」の略称です。

・「農研機構」とは、正式名称である「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構野菜花き研究部門 安濃野菜研
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現 計 補正後

予算額 予算額

1

給料手当 56,000,000 56,400,000 400,000

臨時雇賃金 50,000 50,000 0

福利厚生費 10,000,000 10,000,000 0

旅費交通費 400,000 200,000 △ 200,000

通信運搬費 2,300,000 2,300,000 0

消耗什器備品費 600,000 700,000 100,000

修繕費 7,000,000 3,500,000 △ 3,500,000

水道光熱費 1,000,000 1,050,000 50,000

賃借料 1,600,000 1,558,820 △ 41,180

支払保険料 2,300,000 2,134,890 △ 165,110

支払負担金等 13,000,000 13,000,000 0

業務委託費 492,000 492,000 0

租税公課 50,000 50,000 0

雑費 200,000 200,000 0

整備補修事業費 0 0 0

支出

防災減災機能等 0 0 0

強化事業費支出

整備補修事業費  180,000 180,000 0

拠出金

整備補修事業   15,000 15,000 0

事務費拠出金

防災減災機能等  120,000 120,000 0

強化事業費拠出金

防災減災機能等  10,000 10,000 0

強化事業事務費

拠出金

防災減災機能等強 486 486 0

化事業利子拠出金

漏水対策費 6,000,000 11,000,000 5,000,000

3,500,000

その他事業費支出

計

土地改良施設突発事故復旧事業申請

・河芸上野支線漏水（仮修理）工事（随契

・1号幹線水路萩野地区漏水工事（随契）

・河芸総合支所前漏水工事（随契）

・河芸上野支線漏水本工事（随契） 176,000

・⻑⾕⼭⽀線（草⽣）漏⽔⼯事（随契） 2,090,000

・河芸⿊⽥局舎前漏⽔⼯事

出

水管理システムの施設整備（47期）

水管橋、空気弁更新（48期）

地代家賃（JR)、水路占用料（津市）

【強化】カーリース料（用水管理用）、パソコンリー

ス（管理日報作成、用水管理用）を更新（随意契約）

【強化】動産（計器、子局装置）、総合生活（生涯賠

適正化事業拠出金支 三重県土地改良事業団体連合会へ拠出

金

施設維持管理委託費交付金等

自動車税、車検時重量税（車検4台）

適正化事業費支出

出張、研修交通費、宿泊、駐車、高速、雑費等

【強化】国営、県営水管理システム通信費、携帯電話

４台等 (水管理システム通信方法の変更あり)

消耗品等

【発電】施設補修整備等、水管理システム修理、車検

整備補修等（随意契約） 

土地改良事業費支出

維持管理費支出

【強化】【発電】職員11名の給与及び諸手当

緊急人夫雇用（災害時の水路整備等）

【強化】社会保険料、健康診断、作業服等

償）、火災保険（中央管理事務所、子局舎、什器等）

、自動車任意保険、自賠責保険等（随意契約）

【発電】農業用施設賠償責任保険（水路、管理用道路

、第三頭首工）（随意契約）

水利調整会議、用水管理交付金（地区水利委員）、水

管理調整費等交付金、地域農業水利施設補助事業交付

【強化】【発電】水道料金、管理車両、草刈機、ポン

プ、発電機の燃料等

支 出 （水利施設管理強化事業の支援対象科目には【強化】を、収益事業会計繰入金の充当科目には【発電】を表示している。） 単位：円

  款 項 目 増 減 附   記

341,000

429,000

2,464,000

495,000

9,495,000
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渇水対策費 2,000,000 3,000,000 1,000,000

災害対策費 2,000,000 500,000 △ 1,500,000

補助事業費 3,000,000 4,300,000 1,300,000

その他事業費 6,000,000 5,777,200 △ 222,800

委託業務費 5,000,000 6,200,000 1,200,000

受託業務費 0 0 0

119,317,486 122,738,396 3,420,910

2

役員報酬 1,120,000 1,120,000 0

給料手当 8,500,000 8,550,000 50,000

臨時雇賃金 2,800,000 2,810,000 10,000

退職金支払 22,000,000 21,542,847 △ 457,153

福利厚生費 1,800,000 1,900,000 100,000

研修費 100,000 0 △ 100,000

交際費 150,000 150,000 0

選挙費 0 0 0

総代会費 150,000 110,000 △ 40,000

その他会議費 200,000 50,000 △ 150,000

旅費交通費 2,200,000 2,000,000 △ 200,000

通信運搬費 1,300,000 1,200,000 △ 100,000

消耗什器備品費 700,000 700,000 0

印刷製本費 850,000 950,000 100,000

修繕費 900,000 1,000,000 100,000

支払手数料 250,000 200,000 △ 50,000

支払保険料 60,000 49,030 △ 10,970

支払負担金等 550,000 470,000 △ 80,000

・市単 殿村水門修繕 484,000

・道路舗装工事 1,124,200

事務所事務用品購入

代表理事50千円×2名=100千円、員外理事50千円×

2名＝100千円、員内理事25千円×26名=650千円、

総括監事50千円、監事25千円×2=50千円

職員11名 給与及び諸手当

会計年度任用職員及び臨時職員

理事⻑70千円、副理事⻑50千円×2名=100千円、

１名

社会保険料、健康診断、常備薬等

中勢用水たより、申請書等各種様式、定款諸規程、

封筒、概要書、通知書、陳情書、議案書等

コピー機、事務所無線LAN保守点検、機器修繕等

振込手数料等

任意保険料のみ

東海協議会等加入している団体への年会費等  

費用弁償（総代会2回、理事会3回、監事会3回、代表

理事会3回、用水・徴収委員会各1回） 

賦課通知書等郵送料、切手、はがき、メール便、固定

電話、FAX通信料、NHK受信料、事務所インターネッ

ト等

運営事務費支出

受託業務費支出 ⽔利施設管理強化事業（包括的⺠間委託推進型）

予定なし

一般管理費支出   

総代会2回、会場代、議⻑御礼、会議諸費

理事会3回、監事会3回、代表理事会3回、用水管理委

員会2回、負担金徴収委員会2回、会場代等会議諸費

出張、役員研修、研修会交通費、宿泊、駐車場料金、

高速料金、雑費等

役職員研修会参加費、受講料等

香典、見舞等、手土産、御礼等

本年度選挙なし

委託業務費支出

【強化】電気保安手数料（第一、第二、第三、三泗頭

首工、中央管理事務所）、水管理施設設備保守点検業

務、施設設備点検、国営施設及び管理用道路草刈、管

理施設点検業務等（随意契約）

改良区単費事業等

対策設備

・農業⽔路等⻑寿命化防災減災事業（7期）

 国営南幹線本線空気弁等更新

 事業費＝国50％＋県14％＋津市13％

県営野田支線本線布設替工事         5,777,200

 ＋改良区負担23％ 2,560,800

県道バイパス造成に伴う移設（高野尾町里）

 2,500,000超の工事となれば入札を要する。

 経年劣化により計測ができなくなったため。
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業務委託費 2,500,000 2,400,000 △ 100,000

租税公課 0 0 0

雑費 250,000 50,000 △ 200,000

修繕費 2,000,000 2,000,000 0

水道光熱費 150,000 100,000 △ 50,000

賃借料 842,600 842,600 0

49,372,600 48,194,477 △ 1,178,123

3

国営造成施設県管 25,172,000 25,485,000 313,000

理事業負担金

水利施設等保全高 12,559,000 19,019,180 6,460,180

度化事業負担金

水利施設管理強化 4,000,000 4,000,000 0

事業負担金

41,731,000 48,504,180 6,773,180

4

償還金 5,081,816 5,081,816 0

5,081,816 5,081,816 0

5

公庫資金借入金 88,936 88,936 0

88,936 88,936 0

6

器具備品購入 1,000,000 1,000,000 0

1,000,000 1,000,000 0

7

財政調整積立資産 457,000 457,000 0

職員退職給付引当 6,200,000 6,200,000 0

積立資産

災害対策積立資産 22,600 22,600 0

施設更新積立資産 11,000,000 11,000,000 0

17,679,600 17,679,600 0

安濃ダム管理（通過金）

債務負担行為の現年度化分

・高野尾花木の里地区（簡易整備型） 5,175,000

土地改良事業負担金支

浄化槽維持管理費、施設警備料、公認会計士報酬、

ソフトサポート料、防火設備点検、事務所内清掃、

ゴミ回収等(随意契約）受水槽清掃(随意契約）

徴収委託手数料（賦課金額の４％）８地区（雲林院、

雲林院南⼭、分部地下、産品、⻲⼭市三寺､⼀⾝⽥中

野、一身田豊野谷、一身田豊野田端地区）

預金利息

施設更新積立資産積

本年度積立 + 預金利息

特定資産積立支出

財政調整積立資産積 預金利率上昇

立支出

本年度積立 + 預金利息

職員退職給付引当積

立支出

本年度積立+ 預金利息

（R6決算農転収入10,171,874円）

災害対策積立資産積

立支出

器具備品取得支出

ハンマーナイフ（草刈機）814,000円

立資産積立支出

借入金利息 （通過金）

利息のみを表示

固定資産取得支出

公庫資金償還金支出 （通過金）

元金のみを表示

支払利息

・中勢用水1期（基幹水利施設保全型）

借入金返済支出

19,019,180計

出

都道府県営事業負担

11,240,180

・中勢用水2期（基幹水利施設保全型） 2,604,000

水利施設管理強化事業

金支出

広告宣伝費、出前講座等

事務所費支出

事務所の維持管理費に要する経費

水道、自動車燃料等

パソコンや車、複合機のリース料等（随意契約）

浄化槽機器交換修理（随意契約）  484,000

受水槽機器交換修理（随意契約）1,452,000
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8

過年度支出 200,000 200,000 0

200,000 200,000 0

9

収益事業会計繰出 7,000,000 1,000,000 △ 6,000,000

金

7,000,000 1,000,000 △ 6,000,000

10

次年度繰越金 0 63,200,999 63,200,999

0 63,200,999 63,200,999

11

予備費 63,128,923 0 △ 63,128,923

63,128,923 0 △ 63,128,923

(注) 本歳出予算の支出にあたり、款内各項目の金額は必要に応じ流用することが出来るものとする。

繰越金

次年度繰越金

 合  計 304,600,361 307,688,404 3,088,043

予備費

予備費

他会計繰出額

収益事業会計繰出金

支出

期首運転資金

雑支出

過年度支出

過年度賦課金の還付等
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第２号議案 
 

令和７年度収益事業会計第２回補正収支予算の議決について 
 
令和７年度収益事業会計第２回補正収支予算について、次のとおり
議決を求める。 
 
 
 
〈 予算説明 〉 
 
主なこと 
・ 渇水対策のため、令和７年９月以降、小水力発電を停止していることから売

電収入がなく、大幅に収入予算を減額しています。 
・ 小水力発電２期地区事業計画作成業務は次年度実施になったことで、予算を

削除しています。 
 
 
〈 取扱規定 〉 
 
（総会の議決事項）抜粋 
土地改良法第３０条  次に掲げる事項は、総代会の議決を経なければならない。 
四 経費の収支予算 
 
 
 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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59,111,175 円

26,093,100 円

△ 33,018,075 円

現 計 補正後

予算額 予算額

1

売電収入 32,000,000 20,500,000 △ 11,500,000

32,000,000 20,500,000 △ 11,500,000

2

欠損調整積立資産 15,000 16,000 1,000

災害準備積立資産 15,000 38,000 23,000

建設改良積立資産 15,000 84,000 69,000

修繕引当積立資産 15,000 55,000 40,000

60,000 193,000 133,000

3

補助金 10,000,000 0 △ 10,000,000

10,000,000 0 △ 10,000,000

4

受取利息 100 100 0

雑収入 0 0 0

100 100 0

5

欠損調整積立資産 5,651,075 0 △ 5,651,075

災害準備積立資産 0 0 0

建設改良積立資産 0 0 0

修繕引当積立資産 4,400,000 4,400,000 0

10,051,075 4,400,000 △ 5,651,075

6

公益事業会計繰入 7,000,000 1,000,000 △ 6,000,000

金

7,000,000 1,000,000 △ 6,000,000

7

前年度繰越金 0 0 0

0 0 0

公益事業会計繰入金

繰越金

 合  計 59,111,175 26,093,100 △ 33,018,075

前年度繰越金

災害準備積立資産取

期首1,000,000円繰入済

期中において会計に不足が生じた場合

崩収入

発電所電気設備交換

建設改良積立資産取

崩収入

崩収入

公益事業会計繰入金

特定資産取崩収入 特定資産を取り崩すことで生じる収入

雑収入

修繕引当積立資産取

受取利息配当金収入

預金利息

雑収入

欠損調整積立資産取

崩収入

期中において会計に不足が生じた場合

補助金等収入

補助金収入

水利施設等保全高度化事業 令和8年度実施へ

特定資産運用収入

特定資産利息収入

発電事業収入

発電収入

（29円/ｋWh）

収 入 単位：円

  款 項 目 増 減 附   記

円 59,111,175

補正後予算額 円 26,093,100

差    引 円 △ 33,018,075

令和７年度 収益事業会計第2回補正収支予算書

収 入 支 出

現 計予算額
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現 計 補正後

予算額 予算額

1

給料手当 4,500,000 3,750,000 △ 750,000

法定福利費 700,000 600,000 △ 100,000

福利厚生費 30,000 15,000 △ 15,000

管理委託費 300,000 278,520 △ 21,480

修繕費 5,000,000 4,512,525 △ 487,475

水利利用料 375,188 375,188 0

消耗品費 100,000 100,000 0

賃借料 297,000 297,000 0

損害等保険料 200,000 170,830 △ 29,170

発電所電力料 300,000 300,000 0

管理施設電力料 7,500,000 7,000,000 △ 500,000

保守点検費 2,600,000 50,000 △ 2,550,000

回線使用料 0 0 0

雑費 1,000 0 △ 1,000

21,903,188 17,449,063 △ 4,454,125

2   

給料手当 0 0 0

法定福利費 0 0 0

福利厚生費 0 0 0

研修費 20,000 0 △ 20,000

旅費交通費 50,000 0 △ 50,000

通信運搬費 0 0 0

業務委託費 10,330,000 330,000 △ 10,000,000

租税公課 1,200,000 1,162,900 △ 37,100

雑費 5,000 5,000 0

修繕費 0 0 0

水道光熱費 180,000 160,000 △ 20,000

賃借料 1,000 0 △ 1,000

11,786,000 1,657,900 △ 10,128,100

3

器具備品購入 0 0 0

0 0 0

4

欠損調整積立資産 6,350,000 2,699,137 △ 3,650,863

災害準備積立資産 38,000 38,000 0

建設改良積立資産 84,000 84,000 0

修繕引当積立資産 2,665,000 2,665,000 0

9,137,000 5,486,137 △ 3,650,863

災害準備積立資産積

立支出

建設改良積立資産積

固定資産取得支出

器具備品取得支出

特定資産積立支出 本年度積立額+預金利息（預金利率上昇）

欠損調整積立資産積

立支出

立支出

修繕引当積立資産積

立支出

運営事務費支出

職員11名 給与、諸手当

消費税簡易課税制度選択

振込手数料等

事務所費支出

ガソリン・軽油燃料の購入代金等

中勢用水小水力発電2期地区事業計画書作成業務

令和8年度実施へ

発電所管理車両リース料

火災保険、自動車任意保険

購入電気料金

発電所の使用電気料金、発電遠方監視用パソコン電気

料金

中央管理事務所及び国営施設21ヶ所、県営施設42ヶ所

発電管理用パソコンリース

社会保険料等

健康診断等

研修参加費、受講料等

研修交通費等

電話、郵便、インターネット等通信費、運送運賃等

公認会計士業務委託

発電施設設備保守点検業務、消防点検

発電所維持管理費

一般管理費支出

修繕費

修繕、整備 

水利利用料

  款 項 目 増 減 附   記

発電事業費支出

人件費

職員11名 給与、諸手当

社会保険料等

健康診断等

三重県に発電用流水占用料の納付

諸費

工具器具等

蓄電池用バッテリー交換一式（18台）4,400,000円

電気保安点検料

支 出 単位：円
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5

国庫納付金支出 0 0 0

0 0 0

6

公益事業会計繰出 16,284,987 1,500,000 △ 14,784,987

金

16,284,987 1,500,000 △ 14,784,987

7

次年度繰越金 0 0 0

0 0 0

8

予備費 0 0 0

0 0 0

国庫納付金支出

国庫納付金支出

国庫へ納付する金額

次年度繰越金

維持管理費、職員退職給付引当積立資金等へ充当

期首資金の返済(1,000,000)

繰越金

(注) 本歳出予算の支出にあたり、款内各項目の金額は必要に応じ流用することが出来るものとする。

予備費

予備費

 合  計 59,111,175 26,093,100 △ 33,018,075

公益事業会計繰出金

公益事業会計繰出金

支出
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監事監査報告 
 
 

令和７年度上期業務及び会計経理の状況について、令和７年１１
月１８日に監査を実施しましたところ、正確かつ適正であったので、
ここに報告いたします。 
 
 
 
 
 
〈 取扱規定 〉 
 
（監事の職務）抜粋 
定款第２３条  監事は、少なくとも毎事業年度２回この土地改良区の業務及び財産の
状況を監査し、その結果につき総代会及び理事会に報告し、意見を述べなければならな
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年３月１３日 
総括監事   横 山 和 俊 
監  事   冨 増   稔 
監  事   河 戸 和 治 
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負担金徴収委員会報告 
 
 

令和７年１１月１８日に行われました令和７年度上期監査のなか
で、未収賦課金等について、前回監査（令和７年６月２７日開催の第
１回監査）時点と現在高を比較した状況から、「未収賦課金等の解消
に努めるように」と意見がありました。 
 
このことについて、令和８年１月３０日に開催しました令和７年

度第２回負担金徴収委員会では、差押処分に踏み切れないで納付折
衝を繰り返すことが原因となり、折衝中心の滞納整理が滞納の累積
化・長期化になっていることが原因に思われることから、対策といた
しましては、滞納者に電話又は臨場等の方法により接触し、自力執行
権の行使、又は分割納付を提案することなどで解消に努めることと
しました。 
 
土地改良施設の維持管理に係る組合員各位のご負担に公平を欠く

ことのないように、そして適正な債権管理におきましても速やかに
実施されますよう意見を添えてご報告致します。 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年３月１３日 
負担金徴収委員会 
委員長 駒 田 勝 巳 
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会計財務諸表に対する注記「未収賦課金等の明細」 
 

（単位：円） 
監査実施年度 調定年度 件数 期末残高 債権繰越～期首予算額 

令和７年度 Ｒ６～Ｈ29 188 3,123,039 下表が明細 

令和６年度 Ｒ５～Ｈ25 152 2,326,902 ７年度会計 過年度収入予算額 

令和５年度 Ｒ４～Ｈ25 144 2,340,943 ６年度会計 過年度収入予算額 

令和４年度 Ｒ３～Ｈ25 107 1,878,963 ５年度会計 過年度収入予算額 

令和３年度 Ｒ２～Ｈ25 111 1,853,238 ４年度会計 過年度収入予算額 

 
 

令和６年度会計財務諸表に対する注記「未収賦課金等の明細」 
（単位：円） 

区分 調定年度 
期首残高 当期減少 現在高 

備考 
件数 R7.4.1 件数  件数 R8.1.27 

流動資産 
Ｒ６ 81 1,413,543 21 354,644 60 1,058,899 認可申請準備 

小計 81 1,413,543 21 354,644 60 1,058,899  

固定資産 

Ｒ５ 48 728,000 9 112,444 39 615,556 認可申請準備 

Ｒ４ 40 636,226 9 116,289 31 519,937 滞納処分認可 

Ｒ３ 10 142,779 1 9,234 9 133,545 滞納処分認可 

Ｒ２ 6 86,652 5 75,418 1 11,234 管財人配当待ち 

Ｒ１ 1 38,613 1 38,613 0 0 分割納付で完納 

Ｈ30 1 38,613 1 38,613 0 0 分割納付で完納 

Ｈ29 1 38,613 1 38,613 0 0 分割納付で完納 

小計 107 1,709,496 27 429,224 80 1,280,272  

合計  188 3,123,039 48 783,868 140 2,339,171  
 
期首残高欄は、令和６年度会計財務諸表に対する注記「未収賦課金等の明細」の期末残
高を置いて、現在高までの当期減少（進捗）を表しています。また、表にないＨ29 以前
の賦課金は、時効消滅なく全て完納になっています。 
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第３号議案 
 

令和８年度事業計画の議決について 
 
 
令和８年度事業計画（配水計画）について、次のとおり議決を求める。 
 
 
〈 取扱規定 〉 
 
（配水計画） 
利水調整規程第６条  理事会は、この規程に基づき、毎年度、配水計画を定めるもの
とする。（以下省略） 
 
（諮問及び答申） 
利水調整規程第７条  理事会は、配水計画を定めようとするときは、３月末日までに
用水管理委員会に諮問しなければならない。 
２  用水管理委員会は、前項の諮問に応じて、３月末日までに答申するものとする。 
 
（周知） 
利水調整規程第９条  理事長は、配水計画を定めたときは、地区水利委員、総代等に
周知するものとする。 
 
（渇水時等の対応） 
利水調整規程第１０条  渇水時等における通水制限等については、用水管理委員会に
諮った上で、理事会が決定するものとする。なお、急を要する場合にあっては用水管理
委員会が決定し、後日理事会に報告するものとする。 
 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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令和８年度 事業計画 
 
本土地改良区は、定款及び諸規程の定めるところに従いその目的を達成する

ため、令和８年度において次の事業を実施する。 
 
１、会議の開催 

（１）総代会 通常総代会    令和９年３月 
臨時総代会    （必要に応じ開催） 

（２）役員会 理事会      定期２回（その他必要に応じ開催） 
監事会      定期２回（その他必要に応じ開催） 
代表理事会    定期２回（その他必要に応じ開催） 

         負担金徴収委員会 賦課金等について検討する定期１回 
（その他理事会等の諮問に応じ開催） 

用水管理委員会  配水計画について答申する定期１回 
（その他渇水対策等の諮問に応じ開催） 

 
２、国営事業実施に対する協力 

地区調査「伊勢平野中央地区」の実施に伴う協力。 
 
３、県営事業実施に対する協力 

・安濃ダム県管理事業 
  ・水利施設等保全高度化事業（簡易整備型）（高野尾花木の里地区） 
  ・水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設保全型）（中勢用水１期地区、 

中勢用水２期地区） 
 
４、関係機関の連携強化と提案活動 

施設維持管理上発生する諸問題を解決するため、関係機関との連携を密に
して国、県及び市に提案等を行う。 

 
５、広報活動の充実 

ホームページに｢中勢用水だより｣を掲載（希望者には印刷版を送付）及びダ
ム貯水量など組合員に有効な情報を掲載するとともに広報に努める。 
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６、地域及び社会への貢献 
  三重大学生物資源学部との共催で農業や農業用水にかかる出前授業を管内
の小学生に行い、地域及び社会への貢献を図る。 

 
７、非常時の体制 

 災害及び洪水警戒体制時における措置並びに緊急連絡体制について、緊急
時対応マニュアルを見直し、南海トラフ地震等の非常事態に備える。 

 
８、用水施設の維持管理 
国営幹線水路２０．２km及び県営支線水路１０２．９km（現在の１０２．
１km に８年度から高野尾花木の里水路０．８km の延長増）と付帯施設、
安濃川の頭首工及び小水力発電施設の維持管理と用水管理を行うとともに、
非常時の漏水対策事業や補修事業を関係市と連携をとり適切に実施する。 

 
９、維持管理施設の長寿命化対策の推進 
県営施設の老朽化が進み、漏水事故が増加していることから長寿命化対策
の推進を図る。 

 
10、農業用施設の老朽化対策の啓発 
ほ場内の地域水利施設の老朽化対策として、農地中間管理機構関連農地整
備事業などについて関係機関とともに啓発を図る。 

 
11、未通水地域への事業の普及・啓発 
主に未通水の畑地帯において、営農意欲のある農業者を中心に啓発を図る。 

 
12、作付情報の共有 
近年の政策誘導により、飼料米など多様な作物の作付が行われているため、
かんがい期間前に可能な限り作付計画を把握し、適切な配水に努める。 

 
13、節水対策の普及・啓発 
近年の渇水傾向を鑑み、地区水利委員制度を推進し節水対策について普及・
啓発に努める。 
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14、用水管理体制の充実 
配水計画に基づき安定した用水管理が行われることを目的に、通水地域の
水利組織等代表者と通水日程調整会議や地区水利説明会等を開催する。 

 
15、配水計画 

（１）令和８年度の配水計画を次のとおり定める。ただし、かんがい期の始
期、終期及び配水量は実態に合わせて変更する場合がある。 

 
※許可水利権は、取水期間、期間瞬間最大取水量及び年間総取水量を制限している。 

取水期間 
 
 
国営施設 

3月11日 
から 

3月31日 
まで 

4月1日 
から 

5月7日 
まで 

5月8日 
から 

9月10日 
まで 

9月11日 
から 

10月31日 
まで 

11月1日 
から翌年 

3月10日 
まで 

年  間 
総取水量 
 
  

(期間瞬間最大取水量) 
安濃ダム取水口 
１）うち本取水 
２）うち注水用 
第三頭首工取水口 

(ｍ3/ｓ) 
1.48 
0.92 
0.56 
0.30 

(ｍ3/ｓ) 
8.82 
4.70 
4.12 
1.68 

(ｍ3/ｓ) 
4.96 
2.94 
2.02 
0.94 

(ｍ3/ｓ) 
0.56 
0.27 
0.29 
0.09 

(ｍ3/ｓ) 
0.50 
0.23 
0.27 
0.08 

(千ｍ3) 
25,300 
14,300 
11,000 
7,800 

１）うち本取水は、北、南、中幹線取水。 
２）うち注水用は、安濃川と中幹線から志登茂川への河川放流。 

取水期間 
 
 
県営施設 

3月11日 
から 

3月31日 
まで 

4月1日 
から 

5月7日 
まで 

5月8日 
から 

9月10日 
まで 

9月11日 
から 

10月31日 
まで 

11月1日 
から翌年 

3月10日 
まで 

年  間 
総取水量 
 
  

(期間瞬間最大取水量) 
第一頭首工 
第二頭首工 
安東揚水機場 
三泗頭首工取水口 

(ｍ3/ｓ) 
0.14 
0.21 
0.02 
0.07 

(ｍ3/ｓ) 
0.70 
1.16 
0.11 
0.36 

(ｍ3/ｓ) 
0.46 
0.79 
0.08 
0.23 

(ｍ3/ｓ) 
0.07 
0.07 
0.01 
0.05 

(ｍ3/ｓ) 
0.06 
0.07 
0.01 
0.05 

(千ｍ3) 
4,400 
7,200 

600 
2,600 

 
（２）用水期間中の利水の調整に関すること。 
かんがい期間中、安濃ダムの貯留量が４０％を切ることが予測される場合
は、その時期や気象予報等を勘案のうえ５０％節水を実施するほか、更に２
０％を下回るおそれがある場合は補給を停止する。なお、この要否決定は、
利水調整規程第１０条に基づき用水管理委員会が迅速に専決できるものと
する。 
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令和８年度に向けた 渇水対策計画 
 
 
１、令和７年１２月１６日付け「渇水状況について」を回覧済み 

梅雨明け後の７月から１１月までの安濃ダム上流（峠地点）での降雨量
が過去３０年間で一番少なく、安濃ダム貯水量が平年に比べ５２％ほど
少ない２７％（１１月末時点）となっています。水位回復は極めて難し
い状況であり、既存ため池を有効に活用していただけるよう、可能な限
り冬季に貯留できるように管理をお願いいたします。 

（令和７年度第１回用水管理委員会専決） 
 
２、令和８年１月２３日付け「農業用水確保のお願い」を回覧済み 

（１）ため池を有効に活用していただけるよう、雨水等のため池貯留をお
願いします。 

（２）各地域で既設井戸、河川、ため池、排水路等からポンプで揚水する
などの対応をご検討下さい。ポンプを保有されている地域は稼働の
確認をしていただき、無い地域については改良区に相談をお願いし
ます。 

（３）２月、３月の期間で稼働確認に必要な電気代、燃料については水利
組合、営農組合、自治会等の組織宛の領収書であれば土地改良区で
負担させていただきます。但し、個人宛のものは負担できませんの
でご注意下さい。 

（４）仮設ポンプの設置などを工事業者に頼まれる場合は、事前に改良区
にご相談ください。安価で実施できる方法が他にある場合がありま
す。         （令和７年度第２回用水管理委員会専決） 

 
３、令和８年２月５日 

津安芸地区受託部会研修会（ＪＡ津安芸）において「農業用水確保のお
願い」を農業改良普及センターから情報共有していただきます。 

 
４、令和８年２月９日 
   安濃川水系通水日程会議において「農業用水確保のお願い」を周知しま

す。 
 
５、令和８年３月 

安濃ダム貯水率が４０％まで回復されず、４月１日から５０％節水の運
用が必要な場合は、第３回用水管理委員会を開催し、「節水のお願い」の
回覧に併せて、『具体的な節水の方法について』で説明を加えて協力をお
願いします。 

 
６、令和８年３月下旬 

地区水利委員等に「節水のお願い」、『具体的な節水の方法について』、具
体例をあげて説明を行います。 
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令和８年度に向けた 渇水対策準備（状況報告） 
 
 
１、地域への周知と渇水対策（需要側） 

渇水が進行する中、令和７年１２月１６日開催の令和７年度第１回用水
管理委員会は、当事業管内の全地域に対し、先ず深刻な安濃ダムの貯水
現状を知っていただくことと、渇水対策として地域の既存溜池を有効に
活用していただけるよう冬季貯留のお願いについて、回覧の配布により
漏れなく周知を図りました。 

 
 
２、土地改良区の渇水対策（供給側） 

以下の準備を行いました。 
（１）安濃ダムからの河川放流について、県にダム流入以上の河川放流に

ついて軽減を要望しています。これにより、降雨の少ない冬季におい
てダムの貯水低下を少しでも抑えることができます。 

（２）国や県に土地改良区が行う渇水対策について補助事業（県単土地基
盤整備事業（干害応急対策）、水利施設管理強化事業（渇水・高温対
策））を要望しました。 

（３）市に許可を得て渓流にポンプを設置し幹線水路への揚水を準備 
（４）水を溜められる池にポンプを設置 
（５）使われていない井戸にポンプを設置 
（６）渇水対策等の内規を改正、他 
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用水管理委員会から報告とお願い 
 
中勢用水は事業計画上「補給水」です。計画受益地の必要かんがい用水

量は５，４３４万㎥、そのうち、河川取水２，０９６万㎥（３９％）、ため
池８０８万㎥（１５％）、不足する２，５１０万㎥（４６％）をダムから補
給する計画です。 
このことから、先ず地域の渓流水やため池を先使いしていただくことが

基本ですが、補給を行う安濃ダムが次の状況にあることを念頭に置いて頂
き、掛け流し等は全体の水不足を悪化させますので厳に節水に努めていた
だきますようお願い申し上げます。 

令和８年１月２３日開催の令和７年度第２回用水管理委員会は、渇水対
策を次に取りまとめましたので、ここにご報告とお願いを申し上げます。 
 

４月から水田の取水が開始されますが、安濃ダムの貯水率が１月１５日現
在、平年に比べて５６％ほど少ない２４％となっており、水位の回復は極
めて困難な状況です。つきましては、下記のことについてご協力をお願い
いたします。 

（以下、「令和８年度に向けた 渇水対策計画」第２項を再掲）  
（１）ため池を有効に活用していただけるよう、雨水等の溜池貯留をお願

いします。  
（２）各地域で既設井戸、河川、ため池、排水路等からポンプで揚水する

などの対応をご検討下さい。ポンプを保有されている地域は稼働の
確認をしていただき、無い地域については土地改良区に相談をお願
いします。  

（３）２月３月の期間で稼働確認に必要な電気代、燃料については水利組
合、営農組合、自治会等の組織宛ての領収書であれば土地改良区で
負担させていただきます。ただし、個人宛のものは負担できません
ので、ご注意下さい。  

（４）仮設ポンプの設置などを工事業者に頼まれる場合は、事前に土地改
良区にご相談下さい。安価で実施できる方法が他にある場合があり
ます。  

令和８年３月１３日 
用水管理委員会 
委員長 前 田 重 憲 

― 22 ―



第４号議案 
 

令和８年度歳計現金の預入先金融機関の議決について 
 
 
本土地改良区の歳計現金は、次の金融機関に預け入れるものとする。 
 
 
 

１  津安芸農業協同組合 
２  株式会社百五銀行 
３  株式会社ゆうちょ銀行 
４  野村證券株式会社津支店 

 
 
 
 
〈 取扱規定 〉 
 
（金銭の預入及び余裕金の運用）抜粋 
規約第４２条  金銭は、総代会で定めた金融機関に預け入れるものとする。 
２  本土地改良区の余裕金の運用は、総代会の議決により次の方法によるものとする。 
（１）金融機関への預貯金 
（２）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券 
 
 
 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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第５号議案 
 

令和８年度賦課金の額、賦課徴収の時期及び方法の議決につ
いて 
 
令和８年度賦課金の額、賦課徴収の時期及び徴収の方法について、次
のとおり議決を求める。 
 
 
 
 
 
〈 取扱規定 〉 
 
（総会の議決事項）抜粋 
土地改良法第３０条  次に掲げる事項は、総代会の議決を経なければならない。  
第１項第六号  賦課金及び夫役現品の賦課徴収の方法 
 
（賦課徴収の方法） 
定款第３０条  前３条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法
並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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賦課金の徴収について 
 
１、経常賦課金 
 

組合員に係る令和８年度経常賦課金及び賦課徴収の時期及び方法について、
次のとおり定める。 
（１）経常賦課金（全期分）の額 

１０アール当たり４，１００円を地積割により賦課する。 
なお、中勢用水土地改良区が公益事業会計予算に定める津市及び亀 
山市が負担している地域（土地）は賦課しない。 

（２）賦課徴収の時期 
賦課基準日  令和８年 ４月 １日 

     納付期限日  令和８年１０月１５日（木） 
（３）徴収方法 

①中勢用水土地改良区から送付する賦課金通知書に基づき次の方法
で徴収する。 
イ）津安芸農業協同組合、株式会社百五銀行、株式会社ゆうちょ銀行

の口座振替依頼書を提出したものは、納付期限に自動振替で徴収。 
ロ）イ）以外のものは、中勢用水土地改良区が口座を開設している金

融機関（津安芸農業協同組合津中央支店、株式会社百五銀行津新
町支店、株式会社ゆうちょ銀行）に振り込む。 

②自治会や水利組合等の団体に徴収を委託する。 
 
 
２、特別賦課金 
 

大学農場及び農研機構に係る令和８年度特別賦課金及び賦課徴収の時期及
び方法について、次のとおり定める。 
（１）特別賦課金（全期分）の額 

安濃ダム県管理事業に係る地元負担金は、公益事業会計予算の負担 
金等算定表に定める単価を地積割により賦課する。 

（２）賦課徴収の時期 
賦課基準日  令和８年４月１日 

     納付期限日  令和８年度中において理事長が定める日 
（３）徴収方法 

中勢用水土地改良区から送付する賦課金通知書（経常賦課金の賦課
金通知書と分けて）に基づき、次の方法で徴収する。 
イ）津安芸農業協同組合、株式会社百五銀行、株式会社ゆうちょ銀行

の口座振替依頼書を提出したものは、納付期限に自動振替する。 
ロ）イ）以外のものは、中勢用水土地改良区が口座を開設している金

融機関（津安芸農業協同組合津中央支店、株式会社百五銀行津新
町支店、株式会社ゆうちょ銀行）に振り込む。 

 
 
・「大学農場」とは、正式名称である「国立大学法人 三重大学大学院生物資源学研究科附属紀伊・黒潮生命地

域フィールドサイエンスセンター附帯施設農場」の略称です。 
・「農研機構」とは、正式名称である「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構野菜花き研究部門 

安濃野菜研究監」の略称です。 
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第６号議案 
 

令和８年度負担金の額及び請求の時期の議決について 
 
 
令和８年度負担金の額及び請求の時期について、次のとおり議決を
求める。 
 
 
 
 
 
 
 
〈 準用規定 〉 
 
（賦課徴収の方法） 
定款第３０条  前３条の規定による賦課金及び夫役現品の賦課徴収の時期及び方法
並びに夫役現品の金銭換算の基準は、総代会で決める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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負担金の請求について 
 
１、経常負担金 
 

津市及び亀山市に係る令和８年度経常負担金の額及び請求の時期について
次のとおり定める。 

 
（１）経常負担金（全期分）の額 

公益事業会計予算に計上する津市及び亀山市の面積に１０アール当
たり４，１００円を地積割により負担金として請求する。 

 
（２）負担基準日及び納付期日 

負担基準日  令和８年４月１日 
納付期限日  前期分（負担額の１／２）令和８年５月３１日 

後期分（負担額の１／２）令和８年９月３０日 
 

（３）請求方法等 
     中勢用水土地改良区から送付する納入告知書により請求する。 

納入は、中勢用水土地改良区が口座を開設している金融機関（株式会
社百五銀行津新町支店）への振り込みとする。 

 
 
 
 
２、特別負担金 
 

津市及び亀山市に係る令和８年度特別負担金の額及び請求の時期について、
次のとおり定める。 

 
（１）特別負担金（全期分）の額 

安濃ダム県管理事業に係る地元負担金は、公益事業会計予算の負担金
等算定表に定める額を請求する。 
（これまでの県営事業借入金の日本政策金融公庫への計画償還は、令
和７年度で完済となり地元負担金の徴収は終わりました。） 

 
（２）負担基準日及び納付期日 

負担基準日  令和８年４月１日 
納付期限日  令和８年度中において理事長が定める日 

 
（３）請求方法等 

中勢用水土地改良区から送付する納入告知書により請求する。 
納入は、中勢用水土地改良区が口座を開設している金融機関（株式会
社百五銀行津新町支店）への振り込みとする。 

― 27 ―



第７号議案 
 

令和８年度公益事業会計収支予算の議決について 
 
 
令和８年度公益事業会計収支予算について、次のとおり議決を求め
る。 
 
 
〈 予算説明 〉 
 
主なこと 
・ 渇水対策のため、財政調整積立資産を取り崩し、収支予算を増額しています。 
・ 昨年の豪雨により水没した国営施設の電動弁等（国営事業完了後３０年以上

経過）の修理を適正化事業（防災減災機能等強化事業）で行うため収支予算
に計上しています。 

・ 昭和４８年度から令和７年度まで５３年間の県営事業借入償還を完済し、特
別負担金収入予算は昨年度で終わりました。本年度の収支計上はありません。 

・ 土地改良施設を保全する事業「水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設保
全型）１期地区、２期地区」の事業費の予算額と前年度当初予算額のとの差
は工事進捗により差は大きくもなります。今後に増額補正が予想されます。 

 
〈 取扱規定 〉 
 
（総会の議決事項）抜粋 
土地改良法第３０条  次に掲げる事項は、総代会の議決を経なければならない。 
四 経費の収支予算 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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268,119,096 円

263,137,401 円

△ 4,981,695 円

前年度 本年度

予算額 予算額

1  

経常賦課金 114,251,599 114,194,523 △ 57,076

特別賦課金 171,129 173,249 2,120

農地転用決済金 1,500,000 1,500,000 0

経常負担金 12,698,950 12,638,668 △ 60,282 ①

特別負担金 30,028,445 25,311,751 △ 4,716,694

②

➂

158,650,123 153,818,191 △ 4,831,932

2

他目的使用料 45,160 45,160 0

45,160 45,160 0

3  

財政調整積立資産 320,000 320,000 0

職員退職給付引当 0 0 0

積立資産

災害対策積立資産 0 0 0

施設更新積立資産 0 0 0

320,000 320,000 0

4

補助金 12,425,000 14,840,000 2,415,000

12,425,000 14,840,000 2,415,000

土地改良事業収入

263,137,401

差    引 円 △ 4,981,695

収 入 単位：円

収 入

令和8年度 公益事業会計収支予算書

  款 項 目 増 減 附   記

支 出

前年度予算額 円 268,119,096

本年度予算額 円

経常賦課金収入 経常費の組合員賦課

 大学農場、農研機構を含む

特別賦課金収入 国営造成施設（安濃ダム）県管理事業負担分を賦課

 大学農場、農研機構

転用決済金収入

25,311,751

計 25,311,751

負担金収入 （負担金算定表参照）

経常費の津市、⻲⼭市負担

事業費の津市、⻲⼭市負担（通過⾦）

・県営事業借入償還金負担金 0

・国営造成施設県管理事業負担金

特定資産利息収入

資産運用（第143回利付国債）

附帯事業収入

他目的使用料収入

中部電力、ZTV等 

特定資産運用収入

補助金収入

〈漏⽔対策〉

・突発事故復旧事業（災害を除く）など

・市単災害復旧工事など

0

〈補助事業〉

・水利施設管理強化事業

 維持管理費支援対象【強化】表示 8,000,000

0

〈渇⽔対策〉

・県単土地基盤整備事業（干害応急対策）など

0

〈災害対策〉

計

   〃（包括的⺠間委託推進型） 2,500,000

・農業⽔路等⻑寿命化防災減災事業（8期）

 中央管理事務所電気設備ケーブル更新

1,540,000

 事業費2,00,000 、国50％、県14％、津市13％、

 （改良区負担23％を除く）

補助金等収入

14,840,000

2,800,000   〃（特別型）
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5

整備補修事業 0 0 0

交付金

防災減災機能等 0 5,000,000 5,000,000

強化事業交付金

0 5,000,000 5,000,000

6  

 

業務受託料 0 0 0

0 0 0

7  

 

受取利息 0 0 0

過年度収入 2,326,902 3,123,039 796,137

過怠金収入 0 0 0

雑収入 100 100 0

2,327,002 3,123,139 796,137

8  

２）水利施設等保全高度化事業（簡易整備型）の現年

財政調整積立資産 250,000 5,625,000 5,375,000   度化分取崩し

職員退職給付引当 0 0 0

積立資産

災害対策積立資産 0 0 0

施設更新積立資産 23,243,178 3,710,000 △ 19,533,178  

23,493,178 9,335,000 △ 14,158,178

9

収益事業会計繰入 9,457,312 13,454,912 3,997,600

金

9,457,312 13,454,912 3,997,600

10  

 

前年度繰越金 61,401,321 63,200,999 1,799,678

61,401,321 63,200,999 1,799,678

制水弁整備（50期）

交付金収入

平成29年〜令和6年度(令和6年度決算額）

過怠金収入

督促手数料及び延滞利息

雑収入

業務受託料収入

調査業務受託料収入 国、県、市等からの調査業務の委託に係る受託料

令和８年度予定なし

適正化事業交付金収 土地改良施設維持管理適正化事業

入

令和８年度予定なし

625,000 ・高野尾花木の里地区

雑収入

受取利息配当金収入

過年度収入

特定資産取崩収入

財政調整積立資産取

崩収入

現年度化分取崩し

 ・中勢用水２期地区

他会計繰入金

1,050,000

計 3,710,000

5,625,000計

災害対策積立資産取

崩収入

 ・渇水対策費

 １）資金調達

施設更新積立資産取

崩収入

職員退職給付引当積

立資産取崩収入

5,000,000

前年度繰越金

補正）令和７年度第２回補正予算次年度繰越金額

維持管理費、職員退職給付引当積立資金等に充当

繰越金

収益事業会計繰入金 収益事業会計からの繰入金

 合  計 268,119,096 263,137,401 △ 4,981,695

水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設保全型）の

2,660,000 ・中勢用水１期地区
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R７面積 R６未通水地域 R７通水地域増 R８面積 ① 2 市

転用面積差引 組合員賦課

津 市 3,064,628 △ 10,961 △ 3,742 3,049,925 12,504,693

⻲⼭市 32,677 0 0 32,677 133,975

計 3,097,305 △ 10,961 △ 3,742 3,082,602 12,638,668

R６県営事業 ② 2 市

決済金充当

津 市 0 0 0

⻲⼭市 0 0 0

計 0 0 0

地元負担金

国補事業 74,000,000 14,800,000

県単事業 2,904,000 580,000

人  件  費 30,316,000 10,105,000

計 107,220,000 25,485,000

地元負担金 特別賦課金 ③ 2 市

津  市 25,263,712 − 25,263,712

津 市 大学農場 105,198 105,198 −

農研機構 68,051 68,051 −

⻲⼭市 ⻲  ⼭  市 48,039 − 48,039

計 25,485,000 173,249 25,311,751

・大学農場 13.14ha × 8,006 円 /ha ＝ 105,198

・農研機構 8.5ha × 8,006 円 /ha ＝ 68,051

第４項 合計

経常負担金

① 経常費 ② 県営償還 ③ ダム管理

津  市 12,504,693 0 25,263,712 37,768,405

⻲  ⼭  市 133,975 0 48,039 182,014

0 25,311,751

 究監」の略称です。

区  分
特別負担金

合 計

25,311,751

・「⼤学農場」とは、正式名称である「国⽴⼤学法⼈ 三重⼤学⼤学院⽣物資源学研究科附属紀伊・⿊潮⽣命地域フィールド

 サイエンスセンター附帯施設農場」の略称です。

・「農研機構」とは、正式名称である「国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構野菜花き研究部門 安濃野菜研

合  計 12,638,668 37,950,419

     （農場及び機構のha当たり負担⾦単価並びに⾯積割合で求めた⻲⼭市負担⾦額は、⼩数点以下を切り捨てている。）

37,950,419 円

〈補⾜〉国営造成施設（安濃ダム）県管理事業における2市の負担割合は、受益⾯積の割合とする。

    受益⾯積 3,183ha に対し、 津市 0.998115、 ⻲⼭市 0.001885 となる。

    地元負担金のha当たり単価を 25,172,000円 ÷ 3,183ha ＝ 8,006円 /haとすると次のとおり。

ダム管理に従事する県職員 県2/3、地元1/3

属 地 区 分
国営造成施設（安濃ダム）県管理事業負担金内訳

安濃ダム県管理事業費 事業内容と負担割合

国補がつく夜間等の管理 国40％、県40％、地元20％ 

国補がつかない日常管理 県80％、地元20％

区 分 償還額

県営事業借入償還地元負担金

第２目 特別負担金 0 円

〈補⾜〉県営事業借⼊償還終了

     （未通水地域から差引する転用面積は、小数点以下を切り捨てている。）1.22haのうち編入分は除く

属 地

〈補⾜〉昨年度の経常費負担⾯積から、決算承認の決議を経た令和 ６年度の転⽤⾯積のうち未通⽔地

    域分と、通水ができ組合員賦課に移行した面積等を加除して、本年度の負担面積としている。

令和８年度 公益事業会計収入の部 第１款負担金算定表（当初予算）

第４項 負担金収入内訳 単位：円、㎡

第１目 経常負担金 12,638,668 円
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前年度 本年度

予算額 予算額

1

給料手当 56,500,000 56,500,000 0

臨時雇賃金 50,000 50,000 0

福利厚生費 10,000,000 10,000,000 0

旅費交通費 400,000 350,000 △ 50,000

通信運搬費 3,300,000 2,500,000 △ 800,000

消耗什器備品費 600,000 700,000 100,000

修繕費 7,000,000 7,000,000 0

水道光熱費 1,000,000 1,000,000 0

賃借料 1,600,000 1,600,000 0

支払保険料 2,300,000 2,300,000 0

支払負担金等 13,000,000 13,000,000 0

業務委託費 492,000 492,000 0

租税公課 50,000 50,000 0

雑費 200,000 200,000 0

整備補修事業費 0 0 0

支出

防災減災機能等 0 5,025,900 5,025,900

強化事業費支出

整備補修事業費  180,000 180,000 0

拠出金

整備補修事業   15,000 15,000 0

事務費拠出金

防災減災機能等  120,000 420,000 300,000

強化事業費拠出金

防災減災機能等  10,000 35,000 25,000

強化事業事務費

拠出金

防災減災機能等強 486 100,486 100,000

化事業利子拠出金

漏水対策費 5,000,000 5,000,000 0

渇水対策費 5,000,000 11,000,000 6,000,000

災害対策費 2,000,000 2,000,000 0

補助事業費 3,000,000 2,300,000 △ 700,000

支 出 （水利施設管理強化事業の支援対象科目には【強化】を、収益事業会計繰入金の充当科目には【発電】を表示している。）

  款 項 目 増 減

土地改良事業費支出

維持管理費支出

【強化】【発電】職員12名の給与及び諸手当

緊急人夫雇用（災害時の水路整備等）

【強化】社会保険料、健康診断、作業服等

償）、火災保険（中央管理事務所、子局舎、什器等）

、自動車任意保険、自賠責保険等（随意契約）

【発電】農業用施設賠償責任保険（水路、管理用道路

、第三頭首工）（随意契約）

水利調整会議、用水管理交付金（地区水利委員）、水

管理調整費等交付金、地域農業水利施設補助事業交付

【強化】【発電】水道料金、管理車両、草刈機、ポン

プ、発電機の燃料等

適正化事業拠出金支 三重県土地改良事業団体連合会へ拠出

金

施設維持管理委託費交付金等

自動車税、車検時重量税（車検1台）

適正化事業費支出

その他事業費支出

出

管水路電気整備（47期）

国営中幹線水路 1号制水弁整備工事（50期）

・農業⽔路等⻑寿命化防災減災事業（８期）

 中央管理事務所電気設備ケーブル更新

 事業費＝国50％＋県14％＋津市13％

管水路の整備補修（48期）

 ＋改良区負担23％

 老朽化により漏電等の危険性。

 2,500,000超の工事となれば入札を要する。

50期利息は７月以降に決定のため概算額

地代家賃（JR)、水路占用料（津市）

【強化】カーリース料（用水管理用）、パソコンリー

ス（管理日報作成、用水管理用）を更新（随意契約）

【強化】動産（計器、子局装置）、総合生活（生涯賠

国営中幹線水路 1号制水弁整備工事

出張、研修交通費、宿泊、駐車、高速、雑費等

【強化】【発電】ＮＴＴ回線専用料(24回線)、携帯電

話４台等

消耗品等

附   記

単位：円

【発電】施設補修整備等、水管理システム修理、車検

整備等（随意契約） 
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その他事業費 1,000,000 1,000,000 0

業務委託費 5,000,000 5,500,000 500,000

受託業務費 0 0 0

117,817,486 128,318,386 10,500,900

2

役員報酬 1,120,000 1,120,000 0

給料手当 8,000,000 11,500,000 3,500,000

臨時雇賃金 2,800,000 0 △ 2,800,000

退職金支払 0 0 0

福利厚生費 1,800,000 1,800,000 0

研修費 100,000 200,000 100,000

交際費 150,000 150,000 0

選挙費 0 0 0

総代会費 150,000 130,000 △ 20,000

その他会議費 200,000 200,000 0

旅費交通費 2,200,000 2,600,000 400,000

通信運搬費 1,300,000 1,300,000 0

消耗什器備品費 600,000 700,000 100,000

印刷製本費 1,000,000 1,000,000 0

修繕費 1,200,000 1,000,000 △ 200,000

支払手数料 250,000 240,000 △ 10,000

支払保険料 60,000 60,000 0

支払負担金等 550,000 550,000 0

業務委託費 2,500,000 2,500,000 0

租税公課 0 0 0

雑費 250,000 100,000 △ 150,000

修繕費 300,000 300,000 0

水道光熱費 150,000 150,000 0

賃借料 800,000 850,000 50,000

25,480,000 26,450,000 970,000

委託業務費支出

【強化】電気保安手数料（第一、第二、第三、三泗頭

首工、中央管理事務所）、水管理施設設備保守点検業

務、施設設備点検、国営施設及び管理用道路草刈、管

理施設点検業務等（随意契約）

改良区単費事業等

役職員研修会参加費、受講料等

香典、見舞等、手土産、御礼等

受託業務費支出

予定なし

一般管理費支出   

表理事50千円×2名=100千円、員外理事50千円×2

名＝100千円、員内理事25千円×26名=650千円、総

括監事50千円、監事25千円×2=50千円

職員12名 給与及び諸手当

会計年度任用職員及び臨時職員

理事⻑70千円、副理事⻑50千円×2名=100千円、代

社会保険料、健康診断、常備薬等

費用弁償（総代会2回、理事会3回、監事会3回、代表

理事会3回、用水・徴収委員会各1回） 

賦課通知書等郵送料、切手、はがき、メール便、固定

電話、FAX通信料、NHK受信料、事務所インターネッ

ト等

事務所事務用品購入

本年度選挙なし

総代会2回、会場代、議⻑御礼、会議諸費

理事会3回、監事会3回、代表理事会3回、用水管理委

員会2回、負担金徴収委員会2回、会場代等会議諸費

出張、役員研修、研修会交通費、宿泊、駐車場料金、

高速料金、雑費等。理事研修実施予定

運営事務費支出

広告宣伝費、出前講座等

事務所費支出

事務所の維持管理費に要する経費

水道、自動車燃料等

パソコンや車、電話、コピー機のリース料等

浄化槽維持管理費、施設警備料、公認会計士報酬、ソ

フトサポート料、防火設備点検、事務所内清掃、ゴミ

回収等(随意契約）受水槽清掃(随意契約）

徴収委託手数料（賦課金額の４％）８地区（雲林院、

雲林院南⼭、分部地下、産品、⻲⼭市三寺､⼀⾝⽥中

野、一身田豊野谷、一身田豊野田端地区）

中勢用水たより、申請書等各種様式、定款諸規程、封

筒、概要書、通知書、陳情書、議案書等

コピー機、事務所無線LAN保守点検、機器修繕等

振込手数料等

任意保険料のみ

東海協議会等加入している団体への年会費等  

⽔利施設管理強化事業（包括的⺠間委託推進型）
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3

国営造成施設県管 25,172,000 25,485,000 313,000

理事業負担金

水利施設等保全高 23,350,000 4,335,000 △ 19,015,000

度化事業負担金

水利施設管理強化 4,000,000 3,650,000 △ 350,000

事業負担金

52,522,000 33,470,000 △ 19,052,000

4

償還金 5,081,816 0 △ 5,081,816

5,081,816 0 △ 5,081,816

5

公庫資金借入金 88,936 0 △ 88,936

88,936 0 △ 88,936

6

器具備品購入 1,000,000 1,000,000 0

1,000,000 1,000,000 0

7

財政調整積立資産 330,000 5,000,000 4,670,000

職員退職給付引当 4,802,000 5,000,000 198,000

積立資産

災害対策積立資産 1,000 50,000 49,000

施設更新積立資産 7,854,533 12,170,000 4,315,467

12,987,533 22,220,000 9,232,467

8

過年度支出 100,000 100,000 0

100,000 100,000 0

9

収益事業会計繰出 1,000,000 5,000,000 4,000,000

金

1,000,000 5,000,000 4,000,000

10

次年度繰越金 0 0 0

0 0 0

11

予備費 52,041,325 46,579,015 △ 5,462,310

52,041,325 46,579,015 △ 5,462,310

出

都道府県営事業負担

2,660,000

・中勢用水2期（基幹水利施設保全型） 1,050,000

水利施設管理強化事業

計 3,650,000

金支出

債務負担行為の現年度化分

・高野尾花木の里地区（簡易整備型） 625,000

・中勢用水1期（基幹水利施設保全型）

借入金返済支出

4,335,000計

・特別型

・一般型

1,400,000

2,250,000

公庫資金償還金支出

元金のみを表示

支払利息

借入金利息

利息のみを表示

固定資産取得支出

器具備品取得支出

事務所内機器交換等

立資産積立支出

本年度積立 + 預金利息129,000

特定資産積立支出

財政調整積立資産積

立支出

本年度積立 + 預金利息110,000

職員退職給付引当積

立支出

本年度積立+ 預金利息555,000

（R7第2回補正予算農転収入より）

災害対策積立資産積

立支出

預金利息

施設更新積立資産積

雑支出

過年度支出

過年度賦課金の還付等

他会計繰出額

収益事業会計繰出金

支出

繰越金

次年度繰越金

 合  計 268,119,096 263,137,401 △ 4,981,695

予備費

予備費

(注) 本歳出予算の支出にあたり、款内各項目の金額は必要に応じ流用することが出来るものとする。

安濃ダム管理（通過金）

土地改良事業負担金支
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第８号議案 
 

令和８年度収益事業会計収支予算の議決について 
 
 
令和８年度収益事業会計収支予算について、次のとおり議決を求め
る。 
 
 
〈 予算説明 〉 
 
主なこと 
・ 小水力発電２期地区事業計画作成業務は、令和７年度から８年度実施に変更

になったことで、収支予算に計上しています。 
・ 令和８年度も発電収入がない場合を考え、欠損調整積立資産の取り崩しがで

きるよう収入予算に計上しています。 
 
 
〈 取扱規定 〉 
 
（総会の議決事項）抜粋 
土地改良法第３０条  次に掲げる事項は、総代会の議決を経なければならない。 
四 経費の収支予算 
 
 
 
 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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33,000,500 円

52,835,100 円

19,834,600 円

前年度 本年度

予算額 予算額

1

売電収入 32,000,000 32,000,000 0

32,000,000 32,000,000 0

2

欠損調整積立資産 100 15,000 14,900

災害準備積立資産 100 37,000 36,900

建設改良積立資産 100 83,000 82,900

修繕引当積立資産 100 50,000 49,900

400 185,000 184,600

3

補助金 0 10,000,000 10,000,000

0 10,000,000 10,000,000

4

受取利息 100 100 0

雑収入 0 0 0

100 100 0

5

欠損調整積立資産 0 5,650,000 5,650,000

災害準備積立資産 0 0 0

建設改良積立資産 0 0 0

修繕引当積立資産 0 0 0

0 5,650,000 5,650,000

6

公益事業会計繰入 1,000,000 5,000,000 4,000,000

金

1,000,000 5,000,000 4,000,000

7

前年度繰越金 0 0 0

0 0 0

令和８年度 収益事業会計収支予算書

収 入 支 出

前年度予算額

収 入 単位：円

  款 項 目 増 減 附   記

円 33,000,500

本年度予算額 円 52,835,100

差    引 円 19,834,600

発電事業収入

発電収入

（29円/ｋWh）

特定資産運用収入

特定資産利息収入

補助金等収入

補助金収入

水利施設等保全高度化事業 

特定資産取崩収入 特定資産を取り崩すことで生じる収入

雑収入

修繕引当積立資産取

受取利息配当金収入

預金利息

雑収入

崩収入

建設改良積立資産取

崩収入

崩収入

公益事業会計繰入金

公益事業会計繰入金

期首資金、発電収入が無い場合

欠損調整積立資産取

崩収入

発電収入が無い場合

災害準備積立資産取

 合  計 33,000,500 52,835,100 19,834,600

繰越金

前年度繰越金
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前年度 本年度

予算額 予算額

1

給料手当 4,500,000 4,500,000 0

法定福利費 700,000 700,000 0

福利厚生費 30,000 30,000 0

管理委託費 300,000 300,000 0

修繕費 5,000,000 5,000,000 0

水利利用料 375,188 375,188 0

消耗品費 100,000 100,000 0

賃借料 297,000 297,000 0

損害等保険料 200,000 200,000 0

発電所電力料 300,000 300,000 0

管理施設電力料 7,500,000 7,500,000 0

保守点検費 2,600,000 2,600,000 0

回線使用料 0 0 0

雑費 1,000 1,000 0

21,903,188 21,903,188 0

2   

給料手当 0 0 0

法定福利費 0 0 0

福利厚生費 0 0 0

研修費 20,000 20,000 0

旅費交通費 50,000 50,000 0

通信運搬費 0 0 0

委託費 330,000 10,330,000 10,000,000

租税公課 1,050,000 1,050,000 0

雑費 5,000 5,000 0

修繕費 0 0 0

水道光熱費 180,000 180,000 0

賃借料 1,000 1,000 0

1,636,000 11,636,000 10,000,000

3

器具備品購入 0 0 0

0 0 0

支 出 単位：円

電気保安点検料

修繕費

修繕

水利利用料

  款 項 目 増 減 附   記

発電事業費支出

人件費

職員12名 給与、諸手当

社会保険料等

健康診断等

三重県に発電用流水占用料の納付

諸費

工具器具等

発電所管理車両リース料

火災保険、自動車任意保険

購入電気料金

発電所の使用電気料金、発電遠方監視用パソコン電気

料金

中央管理事務所及び国営施設21ヶ所、県営施設42ヶ所

発電管理用パソコンリース

社会保険料等

健康診断等

研修参加費、受講料等

研修交通費等

電話、郵便、インターネット等通信費、運送運賃等

公認会計士業務委託、水利施設等保全高度化事業 

発電施設設備保守点検業務、消防点検

発電所維持管理費

中勢用水小水力発電2期地区事業計画書作成業務

器具備品取得支出

一般管理費支出

運営事務費支出

職員12名 給与、諸手当

消費税簡易課税制度選択

振込手数料等

事務所費支出

ガソリン・軽油燃料の購入代金等

固定資産取得支出
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4

欠損調整積立資産 1,000 5,666,000 5,665,000

災害準備積立資産 1,000 38,000 37,000

建設改良積立資産 1,000 84,000 83,000

修繕引当積立資産 1,000 53,000 52,000

4,000 5,841,000 5,837,000

5

国庫納付金支出 0 0 0

0 0 0

6

公益事業会計繰出 9,457,312 13,454,912 3,997,600

金

9,457,312 13,454,912 3,997,600

7

次年度繰越金 0 0 0

0 0 0

8

予備費 0 0 0

0 0 0

災害準備積立資産積

立支出

建設改良積立資産積

公益事業会計繰出金

公益事業会計繰出金

支出

特定資産積立支出 本年度積立額+預金利息（利率上昇）

欠損調整積立資産積

立支出

立支出

修繕引当積立資産積

立支出

国庫納付金支出

国庫納付金支出

国庫へ納付する金額

(注) 本歳出予算の支出にあたり、款内各項目の金額は必要に応じ流用することが出来るものとする。

予備費

予備費

 合  計 33,000,500 52,835,100 19,834,600

次年度繰越金

維持管理費、職員退職給付引当積立資金等へ充当

繰越金
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第９号議案 
 

地区除外等処理規程の一部改正の議決について 
 
中勢用水土地改良区地区除外等処理規程の一部改正について、次の
とおり議決を求める。 
 
 
〈 改正理由 〉 
 
次のことにより改正するものです。 
・ 土地改良区地区除外等処理規程（例）が改正されたことによる（令和４年１
２月２７日付け４農振第２２２４号農村振興局長通知）。 

・ 農地法の改正に伴うこと（令和５年４月１日施行農地法第４条第１項第７号
及び同法第５条第１項第６号）。 

・ 土地改良法の改正により、将来行われるべき当該土地改良施設の更新のため
の資金積み立てに関する規定がなされました（令和 7年 4月 1日施行土地改
良法第４２条）。併せて、国から施設更新事業等に要する費用の積立てを促
進することが通知されています（令和７年４月２日６農振第３０７０号農村
振興局長）。既に中勢用水土地改良区公益事業積立資産管理規程附属施設更
新積立計画において決済金を原資に積み立てているところですが、決済金算
定基準において明記するものです。 

 
〈 取扱規定 〉 
 
（農地転用等に伴う処理） 
規約第６１条  この土地改良区の地区内の農地等が転用される場合において、農地法
施行規則第３０条第６号又は第５７条の４第２項第３号の規定による意見は、転用団地
の面積が、２ｈａ未満のときは理事長、２ｈａ以上２０ｈａ未満のときは理事会、２０
ｈａ以上のときは総代会で決する。 
２  前項に定めるほか、この土地改良区の地区内農地の転用等に伴う地区除外及び権
利義務の決済等に関する規定は、理事会で定め、総代会の承認を受けなければならない。 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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中勢用水土地改良区地区除外等処理規程の一部改正新旧対照表 
 

（下線の部分を改正） 
改正案 現 行 

 
（農地転用等の通知） 
第２条  この土地改良区の地区内の土
地につき、農地法第４条第１項本文若し
くは同法第５条第１項本文の規定による
許可（以下「転用許可」という。）の申請
又は同法第４条第１項第７号若しくは同
法第５条第１項第６号の規定による届出
（以下「転用届出」という。）が行われる
場合には、当該土地に係る組合員（以下
「転用組合員」という。）は、あらかじめ、
転用組合員以外の当事者（以下「転用関係
者」という。）とともに、別記様式（第１
号）により、転用許可の申請又は転用届出
をする旨の通知を土地改良区にしなけれ
ばならない。 
 

 
（農地転用等の通知） 
第２条  この土地改良区の地区内の土
地につき、農地法第４条第１項本文若し
くは、同法第５条第１項本文の規定によ
る許可（以下「転用許可」という。）の申
請又は同法第４条第１項第８号若しくは
同法第５条第１項第７号の規定による届
出（以下「転用届出」という。）が行われ
る場合には、当該土地に係る組合員（以下
「転用組合員」という。）は、あらかじめ
転用組合員以外の当事者（以下「転用関係
者」という。）と連署し、別記様式（第１
号）により、転用許可の申請又は転用届出
をする旨の通知を土地改良区にしなけれ
ばならない。 
 

 
（措置） 
第３条  この土地改良区は、前条の通
知があったときは、速やかに、その転用に
より土地改良区の事業が受ける影響を調
査し、必要があると認める場合には、転用
組合員又は転用関係者に対し次に掲げる
事項を遵守すべきことを申し入れるもの
とする。 
（１）（略） 
 
（２）（略） 
 
 
（３）汚濁物の土地改良施設への流入を
防止すること。 
（４）（略） 
 
 
（このことに関連して交付する意見書や
農地転用等の通知書に案内する記載内容
は、この改正に伴い改めることとする。） 
 

 
（措置） 
第３条  この土地改良区は、前条の通
知があったときは、すみやかに、その転用
により土地改良区の事業の受ける影響を
調査し、必要があると認める場合には、転
用組合員又は転用関係者に対し次に掲げ
る事項を遵守すべきことを申し入れるも
のとする。 
（１）土地改良施設の利用を害さないた
めの工事を施行すること。 
（２）転用組合員又は転用関係者の責に
帰すべき土地改良施設のき損の復旧を行
うこと。 
（３）汚濁物の水路への流入を防止する
こと。 
（４）その他土地改良区の事業に支障を
生ずる事項について必要な措置をとるこ
と。 
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（下線の部分を改正） 
改正案 現 行 

 
（市街化区域に係る地区除外等） 
第４条の２  （削除） 
 

 
（市街化区域に係る地区除外等） 
第４条の２  この土地改良区は、第２
条の通知で転用届出に係るものがあった
ときは、延滞なく第３条の申し入れ事項、
及び第６条の決済に関する事項について
転用組合員、転用関係者と相互確認をす
るものとする。 
 

 
（決済） 
第６条  この土地改良区は、前条の規
定により地区除外の申請があったとき
は、除外すべき土地に係る決済金の額を
別記基準により確定し、速やかに、その決
済をするものとする。 
２  前項の決済金の徴収方法は、賦課
金の例による。 
 

 
（決済） 
第６条  この土地改良区は、前条の規
定により地区除外の申請があったとき
は、除外すべき土地に係る決済金の額を
別記基準により確定し、すみやかに、その
決済をするものとする。 
２  前項の決済金の徴収方法は、賦課
金の徴収の例による。 
 

 
（会計） 
第７条  前条第１項の決済金は、公益
事業会計で処理する。 
 

 
（会計） 
第７条  前条の決済金は、公益事業会
計として処理する。 
 

 
（決済金の免除） 
第９条  この土地改良区の地区内で実
施される当該土地改良事業のために収用
される土地については、第６条第１項に
規定する決済金を徴収しないものとす
る。 
 

 
（追加） 
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（下線の部分を改正） 
改正案 現 行 

 
別記 決済金算定基準 
２ 決済の範囲 
（１）土地改良区が徴収すべき金銭の額 
ア 賦課金等 
（ア） 未収賦課金等 
決済年度以前の年度に係る賦課金等の決
済時点における未収金額 
（イ） 農地転用賦課金 
農地転用による当該転用農地の負担に係
る金額の増加（補助金の返還により生ず
るもの）に伴う賦課金 
イ 償還金及び年賦支払金 
土地改良区の借入金に係る償還金（決済
年度の翌年度以降の利息を除く。）及び土
地改良区が負担する国営土地改良事業
（決済年度の前年度以前に完了したもの
に限る。）の負担金に係る年賦支払金（決
済年度の翌年度以降の利息を除く。）で決
済年度以降のものにつき定款に定めると
ころにより算定する当該土地の負担相当
額 
 

 
別記 決済金算定基準 
２ 決済の範囲 
（１）土地改良区が徴収すべき金銭の額 
ア 賦課金等 
（ア）決済年度以前の年度に係る賦課金
等の決済時点における未納入金額 
 
（イ）農地転用等に係るもの 
 
 
 
イ 償還金及び年賦支払金 
土地改良区の借入金に係る償還金（（挿
入）利息を除く。）及び土地改良区が負担
する国営土地改良事業（決済年度の前年
度以前に完了したものに限る。）の負担金
に係る年賦支払金（（挿入）利息を除く。）
で決済年度以降のものにつき、定款の定
めるところにより算定する当該土地の負
担相当額 
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（下線の部分を改正） 
改正案 現 行 

 
ウ 土地改良区が行う土地改良事業に係
る事業費 
（ア） 維持管理事業以外の事業費に係る
もの 
決済時点において土地改良区が行う土地
改良事業（維持管理事業を除く。）に係る
事業費のうち決済年度以降の自己負担分
につき定款の定めるところにより算定す
る当該土地の負担相当額（転用に伴い事
業費が減額される場合にあっては、自己
負担分のうち当該減額に対応する額を当
該算定額から控除して得た額） 
 
（イ） 維持管理事業に係るもの 
決済時点において土地改良区が行う土地
改良事業（維持管理事業に限る。）に係る
土地改良施設の耐用年数期間の維持管理
費の合計額のうち、決済年度以降の自己
負担分につき定款の定めるところにより
算定する当該土地の負担相当額（転用に
伴い事業費が減額される場合にあって
は、自己負担分のうち当該減額に対応す
る額を当該算定額から控除して得た額） 
 
エ 国又は県が行う土地改良事業に係る
負担金又は分担金 
（ア） 維持管理事業以外の事業に係るも
の 
決済時点において国又は県が行う土地改
良事業（維持管理事業を除く。）に係る事
業費のうち、決済年度以降において土地
改良区が負担し、又は分担すべき額につ
き定款の定めるところにより算定する当
該土地の負担相当額（転用に伴い事業費
が減額される場合にあっては、土地改良
区が負担し、又は分担すべき額のうち当
該減額に対応する額を当該算定額から控
除して得た額） 
 

 
ウ 土地改良区営土地改良事業に係る事
業費 
（ア） 維持管理事業以外の事業に係るも
の 
決済時点において土地改良区が行う土地
改良事業（維持管理事業を除く。）に係る
事業費のうち決済年度の翌年度以降の自
己負担分について定款の定めるところに
より算定する当該土地の負担相当額（転
用に伴い事業費が減額される場合にあっ
ては、自己負担分のうち当該減額に対応
する額を当該算定額から控除して得た
額） 
（イ） 維持管理事業に係るもの 
決済時点において土地改良区が行う土地
改良事業（維持管理事業に限る。）に係る
土地改良施設の耐用年数期間の維持管理
費の合計額のうち、決済年度の翌年度以
降の自己負担分につき定款の定めるとこ
ろにより算定する当該土地の負担相当額
（転用に伴い事業費が減額される場合に
あっては、自己負担分のうち当該減額に
対応する額を当該算定額から控除して得
た額） 
エ 国営または県営土地改良事業に係る
負担金又は分担金 
（ア） 維持管理事業以外の事業に係るも
の 
決済時点において国又は県が行う土地改
良事業（維持管理事業を除く。）に係る事
業費のうち、決済年度の翌年度以降にお
いて土地改良区が負担又は分担すべき額
につき定款の定めるところにより算定す
る当該土地の負担相当額（転用に伴い事
業費が減額される場合にあっては、土地
改良区が負担又は分担すべき額のうち当
該減額に対応する額を当該算定額から控
除して得た額） 
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（下線の部分を改正） 
改正案 現 行 

 
（イ） 維持管理事業に係るもの 
決済時点において国又は県が行う土地改
良事業（維持管理事業に限る。）に係る土
地改良施設の耐用年数期間の維持管理費
の合計額のうち、決済年度以降において
土地改良区が負担し、又は分担すべき額
につき定款の定めるところにより算定す
る当該土地の負担相当額（転用に伴い事
業費が減額される場合にあっては、土地
改良区が負担し、又は分担すべき額のう
ち、当該減額に対応する額を当該算定額
から控除して得た額） 
オ  施設更新積立に係るもの 
決済時点において土地改良区が土地改良
施設の大規模修繕及び更新事業のために
必要となる費用に充てるため公益事業積
立資産管理規程附属施設更新積立計画に
基づき土地改良施設の耐用年数期間又は
積立期間の積立総額に係る決済年度以降
の負担額。 
（２）土地改良区が支払うべき金銭の額 
過誤納賦課金その他土地改良区が当該組
合員に対し支払うべきものとして定款、
規約、規程又は総代会の議決により定め
られた金銭の額のうち当該土地に係るも
の。 
 

 
（イ） 維持管理事業に係るもの 
決済時点において国又は県が行う土地改
良事業（維持管理事業に限る。）に係る土
地改良施設の耐用年数期間の維持管理費
の合計額のうち、決済年度の翌年度以降
において土地改良区が負担又は分担すべ
き額について定款の定めるところにより
算定する当該土地の負担相当額（転用に
伴い事業費が減額される場合にあって
は、土地改良区が負担又は分担すべき額
のうち、当該減額に対応する額を当該算
定額から控除して得た額） 
（追加） 
 
 
 
 
 
 
 
（２）土地改良区が支払うべき金銭の額 
過誤納賦課金その他土地改良区が当該組
合員に対し支払うべきものとして定款、
規約、規程または総代会の議決により定
められた金銭の額のうち当該土地に係る
もの。 
 

 
３  その他 
決済年度の翌年度以降の負担額の決済時
点における終価及び現価は、法定利率に
より算定する。 
 

 
３  その他 
決済年度の翌年度以降の負担相当額の決
済時点における現価は、法定利率により
算定する。 
 

 
附 則  この一部改正規程は、令和８年３月１３日（第５５回通常総代会議決

の日）から施行する。 
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第１０号議案 
 

令和８年度農地転用等地区除外決済金の額及び決済の時期
の議決について 
 
令和８年度農地転用等地区除外決済金の額及び決済の時期について、
次のとおり議決を求める。 
 
 
１、決済金の額 
    令和８年度 全地区 １平方メートル当たり ４２５円 
   （令和７年度 全地区 １平方メートル当たり ４２５円） 
 
２、決済金の納入期限等 

（１）農地転用等の通知書及び地区除外申請書の受付 
      毎月２０日締め（同月内に意見書及び納入告知書を交付） 

（２）前号に係る決済金の納入期限 
意見書及び納入告知書を交付した月の翌月２０日を納入期限
とする。ただし、納入期限が休日にあたる場合はその翌日とす
る。 

（３）決済金の分割納入 
      分割納入誓約書の提出があった場合の分割期間は、納入告知

書を発行した年度内に完納しなければならないこととする。 
（４）納入告知書の納入期限までに納付されなかった場合 

賦課金等に係る滞納処分の例により、督促状を発付し滞納処分を
行う。 

 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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第１１号議案 
 

内部統制・負担金徴収・用水管理委員会処務規程の一部改正
の議決について 
 
 
中勢用水土地改良区内部統制・負担金徴収・用水管理委員会処務規程
の一部改正について、次のとおり議決を求める。 
 
 
〈 改正理由 〉 
 
委員会処務規程第３条第２項及び第４条第２項に規定された事項について検討
する定期開催と、理事会又は理事長の諮問に応じた臨時開催を区別します。 
第３号議案の令和８年度事業計画（１、会議の開催、（２）役員会）では、役員
会の開催をそのように区別しています。 
また、委員会の開催方法等（委員会を招集し、その議長にあたる者の規定など）
について、他の諸規程の言い回しにそろえています。 
 
 
〈 取扱規定 〉 
 
（補助機関） 
規約第２５条  この土地改良区に次の係、委員会及び代表理事会を置く。 
（１）～（７） （略） 
２  前項の係、委員会及び代表理事会に関する規程は、総代会で定める。 
 
 
 

令和８年３月１３日提出 
中勢用水土地改良区 
理事長 小 黒 敏 克 
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内部統制・負担金徴収・用水管理委員会処務規程の一部改正新旧対照表 
 

（下線の部分を改正） 
改正案 現 行 

 
（各条に括弧書きで見出しを付けること
とする。 
 
（趣旨） 
第１条  （略） 
 
 
 
 

 
 
 
 
第１条  この土地改良区が理事会の補
助機関として設置する各委員会の職務の
執行については、この規程の定めるとこ
ろによる。 
 

 
（内部統制委員会） 
第２条  内部統制委員会は、別に定め
る代表理事会が職務を兼ねる。 
２  内部統制委員会は、健全な業務執
行体制の構築のため、次の事項について
理事会又は理事長の諮問に答申する。 
（１）～（５）（略） 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第２条  内部統制委員会は、別に定め
る代表理事会が職務を兼ねる。 
２  内部統制委員会は、健全な業務執
行体制の構築のため、次の事項について
理事会の喚問に答申する。 
（１）役職員の法令遵守意識の向上に関
すること 
（２）内部牽制の強化に関すること 
（３）適正な労務管理に関すること 
（４）適正な個人情報の取扱いに関する
こと 
（５）その他の事項 
 

 
（負担金徴収委員会） 
第３条  負担金徴収委員会は、委員１
５名以内をもって組織する。 
２  負担金徴収委員会は、次の事項に
ついて検討を行うものとし、また、理事会
又は理事長の諮問に答申する。 
（１）経常賦課金等に関すること 
（２）特別賦課金等に関すること 
（３）農地転用等決済金に関すること 
（４）その他負担金に関すること 
 

 
 
第３条  負担金徴収委員会は、委員１
５名以内をもって組織する。 
２  負担金徴収委員会は、次の事項に
ついて検討を行うものと（挿入）する。 
 
（１）県営事業の分担金の賦課徴収方法 
（２）土地改良区経常経費の賦課徴収方
法 
（３）その他負担金に関すること 
 

 
 

― 47 ―



 
 

（下線の部分を改正） 
改正案 現 行 

 
（用水管理委員会） 
第４条  用水管理委員会は、委員１５
名以内をもって組織する。 
２  用水管理委員会は、次の事項につ
いて検討を行うものとし、また、理事会又
は理事長の諮問に答申する。 
（１）～（４）（略） 
 
 
 
 
 

 
 
第４条  用水管理委員会は、委員１５
名以内をもって組織する。 
２  用水管理委員会は、次の事項につ
いて検討を行うものと（挿入）する。 
 
（１）利水調整規程に定められたこと 
（２）用水管理協定（地区水利委員との調
整）に関すること 
（３）用水管理組織の決定 
（４）その他用水管理に関すること 
 

 
（委員の選任） 
第５条  理事で構成する各委員会は、
理事会の決定により定める。 
２  （略） 
 
３  （略） 
 
４ （削除） 
 
 

 
 
第５条  理事で構成する各委員会は、
理事会の決定により定める。 
２  各委員会には委員長、副委員長各
１名を設ける。 
３  委員長は、代表理事が務め、副委員
長は委員の互選により定める。 
４  委員長に事故があるときは、副委
員長がその職務を代理する。 
 

第６条  （削除） 
 
 

 
第６条  委員会の招集は委員長がこれを
行う。ただし理事長が招集することもでき
る。 
 

 
（委員会の開催方法等） 
第６条  委員長は、委員会を招集し、そ
の議長にあたる。また、副委員長は委員長
に事故があるときはその職務を代理し、
委員長が欠員のときはその職務を行う。
２  委員会において検討した事項及び
諮問事項は書面により理事長に報告し、
又は答申しなければならない。 
 

 
 
第７条  委員長は、委員会を総括し、委
員会において検討した事項を書面により
理事長に報告しなければならない。 
 
 
 
 
 

附  則  この一部改正規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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中勢用水土地改良区のホームページについて

主に次のことを掲載しています。

・安濃ダム貯水状況
・通水日程等配水計画
・渇水対策（節水・補給停止の開始、解除）
・工事に関するお知らせ
・公告（選挙、総代会開催、決算関係書類の公表、他）
・総代、理事、監事の改選日程等
・会議の開催日程、議事及び採決結果等
・決算関係書類の公表
・賦課金、農地転用決済金の単価等について
・農地の相続や売買等による組合員の資格得喪手続き
・諸手続きに必要な申請書様式（様式ダウンロード可）
・中勢用水だより

（掲載事項を変更する場合があります。）

・ホームページ https://w w w . z t v . n e . j p / w e b / c y u u s e i /
・メールアドレス cyuusei@ztv.ne.jp
・問合せ先 ０５９－２２４－１３０７
・漏水等緊急連絡先 （未定） ホームページ
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